
消費者トラブルに役立つ情報や、日常生活にかかわりの深いテーマを取り上げ紹介します

困ったときはご相談ください 日田市消費生活センター（市役所６階）☎㉒９３９３（相談専用）

淡窓図書館☎㉒２４９７

図書館図書館へ行こう！へ行こう！

新刊紹介新刊紹介

手 話 で 話 そ う

休館日（休日と重なる場合は翌平日）
毎週月曜日、第４木曜日、12月29日～１月４日

開館時間（日曜日、祝日は午後６時まで）
午前９時～午後７時

環境ライフ環境ライフ

手 話 で 話 そ う

どこに相談して良いか分からない場
合は、一人で悩まずに、消費者ホット
ライン188番（消費者庁が消費者に
お近くの消費生活相談窓口を案内す
る目的で作った電話番号）をご利用
ください。

もしも、
トラブルに巻き込まれた場合は？

問福祉支援課障害福祉係☎㉒８２９０（市役所１階）

今月の手話

※�手話表現は、地域や年代で多少異なる場合があります。
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リチウムイオン電池の膨張、発煙・発火に注意！

　今号は「紙」の分別をお知らせします。紙を積極的に分別し、
リサイクルによる資源循環を促進しましょう。

㊹

見守り
瓦版⑯

●▶

左右それぞれの親指と人差し指で輪
をつくり、右手の指先を上にした輪と、
左手の指先を下にした輪を重ねます。

次に、指先の上下を反対にして輪を
重ねます。

㊹

今回の紹介者は、文化スポーツ振興課の職員です。

「デフリンピック」

動画も公開しています。
一緒にやってみましょう！

デフリンピック

聴覚障害のあるアスリートを対象にした「第25回夏季デフ
リンピック競技大会 東京2025」が開催されます。皆さん、
応援しましょう！　　  ■開催日　11月15日㈯～26日㈬

●おいでよ！おはなし会
　　11月8日㈯　午後3時から

　　    22日㈯　午前11時から

　ところてんやかんてんのもとになる海藻・「てんぐさ」。
姿を変え形を変え、私たちの生活に役立っている不思
議な海藻を追いかけます。

てんぐさ
だいかつやくうみの
　　　まっかなかいそうたち

田中 次郎
青木 優和／文
畑中 富美子／絵
株式会社 仮説社／出版社

　「図書館ボランティア」と「選書モニター」を随時募集
しています。図書館の窓口で、是非お申し込みください。

図書館の仕事を体験してみよう

■モニター期間　令和8年3月31日㈫まで
　�書籍販売会社から図書館に送られてきた本の中か

ら購入することが適当と思われる図書を選んでもら
います。

選書モニター

図書館ボランティア 
■図書リサイクル処理
　�貸出が終了した図書を、イベント等で配布できるよう

に準備するための作業です。
　＜作業内容＞
　・貸出用のバーコードを取り外す
　・「リサイクル資料」の印鑑を押す

■読み聞かせ
　�絵本や紙芝居の読み聞かせです。日曜日に活動で

きる人、是非ご応募ください。

■館外整備
　図書館の植木に水を撒く作業です。
　花や草木のお手入れが好きな人、是非ご応募ください。

問環境課生活環境係☎㉒８208（市役所２階）

１ℓの紙パック6枚が
トイレットペーパー1個に

生まれ変わります！お菓子の箱や目薬の箱など、
小さな紙でもリサイクルできます！
（汚れたものは燃やせるごみ）

小さい紙など、ひもで十文字に
くくることが難しいものは、

紙袋や中が見えるビニール袋に
入れてください

“燃やすしかないごみ”とは
■プラスチック製品
■皮革
■ゴム製品
■草、葉、枝
■ラップ
■アルミホイル
■卵のから
■貝がら
■使用済みマスク　など

“燃やすしかないごみ”だけを「燃やせるごみ袋」に！

Vol.2８

「紙」の多くがリサイクルできます
●「紙」を分別すれば「燃やせるごみ」が減り、焼却コストが減る！
●�市の資源物の日に家庭から収集した「紙」は、市内業者が買い
取って市の収入に！

　令和6年度の紙類売払収入129万円（市収集・清掃センター搬入分）

※令和6年度のごみ質分析結果（年４回の平均 乾燥重量比）清掃センター調べ
収集した燃やせるごみの約５８％ が「紙・布類」

　家庭や事業所から出た「燃やせるごみ」の中には、資源となり得る「紙」
がたくさん混ざっています。

「ネット通販で買ったリチウムイオン電池使用の自転車用ライトが突然爆発し、
腹部にやけどを負った」といった事例が発生しています。

●製造・販売元や型式の明示がない商品は購入しない
●充電器やモバイルバッテリーは、PSEマークの表示を確認する
●適切な充電器を使い、充電端子が過熱したり異臭がしたりした際は、
　直ちに使用を中止する
●持ち運びや保管は取り扱いに注意し、電池が膨張したら使用を控える
●廃棄する際は、必ず自治体の分別ルールに従う


